
福井県管理河川嶺南ブロック
減災対策協議会の設立について

資料－１

○過去の主な洪水被害

○水防災意識再構築ビジョンに基づく取組について

○協議会の設立趣旨
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川

足羽川4.6km
(福井豪雨破堤地点)

・梅雨前線の活発化による局地的豪雨

・最大時間雨量８７mm/hr、総雨量２８５mm（美山）

・足羽川上流域を中心に県北東部で甚大な被害

平成16年7月福井豪雨における被害状況
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降雨状況 福井県足羽郡美山町 気象庁アメダス観測所

時間雨量(mm/h)

累計雨量(mm)

総雨量285mm

最大 87mm/hr

平成１６年７月福井豪雨浸水状況
（福井市街地上空より足羽川左岸を撮影）

【主な被害】
人的被害 ： 死亡4名、行方不明1名、負傷19名

住宅被害 ： 全壊57棟、半壊142棟、一部損壊212棟、
床上浸水3,323棟、床下浸水10,334棟 破堤地点（福井市春日）の状況
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平成23年5月台風2号、平成25年9月台風18号被害状況

笙の川

平成23年5月台風2号 ・おおい町の佐分利川で浸水被害

・敦賀市の笙の川で避難判断水位まで水位上昇

佐分利川増水時（おおい町本郷）） 笙の川増水時（敦賀市道口）

2

・運用後初となる大雨特別警報発表

・２４時間雨量３８４mm（小浜市）

・嶺南地域の広範囲で被害

平成25年9月台風18号

江古川の小浜市国富地区浸水状況

北川

江古川

【主な被害】
人的被害 ： 死亡1名

住宅被害 ： 全壊５棟、半壊2棟、一部損壊13棟、
床上浸水78棟、床下浸水320棟
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平成25年9月台風18号、平成28年9月台風16号における被害状況

平成25年9月台風18号

笙の川氾濫危険水位超過（敦賀市）

・敦賀市の笙の川、若狭町の鰣川で氾濫危険水位を超過

・南川の飛川橋（ひがわばし）橋梁流出

破堤箇所
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南川の橋梁流出（小浜市下中井）

平成28年9月台風16号

笙の川氾濫危険水位超過‘敦賀市呉竹）

氾濫危険水位超過

・敦賀市の笙の川で氾濫危険水位を超過

野木川破堤に伴う小浜市太良庄地区状況



平成27年9月 関東・東北豪雨における鬼怒川の被害状況

4
【国土交通省の資料より抜粋】



平成28年8月の一連の台風による北海道・東北地方の被害状況

【国土交通省の資料より抜粋】 5



水防災意識社会 再構築ビジョン
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家屋倒壊等氾濫想定区域※

※ 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊
に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が発生する
ことが想定される区域【国土交通省の資料より抜粋】



住民目線のソフト対策
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家屋倒壊等氾濫想定区域

【国土交通省の資料より抜粋】



協議会設立の趣旨

平成２７年９月関東・東北豪雨や平成２８年８月台風１０号等に

より甚大な被害が発生したことを踏まえ、国、県、市町等が連携・

協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を

一体的 計画的に推進することにより 嶺南ブロック内の県管理一体的、計画的に推進することにより、嶺南ブロック内の県管理

河川において、施設では守り切れない大洪水は必ず発生すると

の考えに立ち、「水防災意識社会」を再構築することを目的に本

協議会を設立します。
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洪水予報河川： ２河川
【笙の川、南川】

水位周知河川：５河川
【耳川、鰣川、遠敷川、佐分利川、関屋川】

嶺南ブロック減災対策協議会の対象河川

本協議会の対象河川：県管理河川（洪水予報河川、水位周知河川を中心）

嶺南ブロックの対象河川







水防災意識社会 再構築に向けた推進体制

【本協議会で実施する事項】

１．現状の水害リスク情報や取組状況の共有

洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞ

福井県管理河川において、水防災意識社会を再構築するため、国、県、市町等
の関係機関からなる協議会を設置して、減災のための目標を共有し、ハード・ソフ
ト対策を一体的・計画的に推進する。

洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞ
れ又は連携して実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する

２．地域の取組み方針の作成

円滑かつ迅速な避難及び的確な水防活動等を実現するために各構成員それ
ぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた地域の取組方針を作成し、共有する

３．フォローアップ
毎年、協議会を開催するなどして、地域の取組方針に基づく対策の実施状況

を確認する
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